
 

引佐南部中学校 生活のきまり 

『引佐南部中学校 生活のきまり』は、生徒の皆さんが、学校生活を安全に、そしてより良く過ご

すための指標です。ここに示されていること以外にも、時と場合と場面にふさわしいかどうかを判

断し生活しましょう。 

生活のきまりは、さらに良い引佐南部中学校にするために絶えず見直しを図っていきます。 

１ 学校生活について 

（１）服装 

【制服】 

  〇通学、儀式（入学式や卒業式、始業式、終業式など）、全校朝礼、テストの日に着用します。

※儀式や行事についてはその都度、事前に指示された服装で参加します。 

春・秋・冬  季 夏  季 

○標準型学生服 

○学校指定のセーラー服・スカート 

○白のワイシャツ・標準型スラックス 

○学校指定の夏用セーラー服・スカート 

【靴・靴下】 

〇体育やスポーツに適した、白の運動靴・靴下。 

〇上靴は体育館シューズと兼用です。学校指定のものを履きましょう。 

〇上靴、下靴の外側または中に記名しましょう。 

【校内服】 

〇学校指定の校内服。（ジャージ・体操服・ハーフパンツ） 

 ※季節や気温の状況に応じて、ジャージの下にセーターやトレーナーなどを着用しても 

構いません。 

【バック】 

〇学校指定のナップサック。 

（２）身だしなみ 

〇清潔で学校生活にふさわしい髪型を心がけましょう。 

〇頭髪の加工（髪染め、整髪料等）や、極端なヘアスタイルは避けましょう。 

〇ピンや、髪をしばるゴム紐は学習に支障がないようなものにしましょう。 

（３）衣替え・防寒着 

〇制服の衣替え時期は特に定めません。季節や気温の状況に応じて各自判断してください。 

〇防寒着は、部活動で購入したウインドブレーカーや各自が所有するものを着用しましょう。 

〇登下校では防寒対策としてタイツ・スパッツや手袋、ネックウォーマ一等を着用することが 

できます。各自の判断で着用してください。 

（４）学校設備・学習用具 

〇学校の設備は大切に使いましょう。 

※校舎内外の施設や用具を万一破損させた場合は、報告してください。 

〇授業や部活動などの活動に必要が無いものは持ち込めません。 

〇家庭学習に必要な教科書等を持ち帰りましょう。（教科による指定があります） 

２ 通学について 

（１）通学の概要 

〇安全のため、交通ルールを守り決められた通学路で通学しましょう。 

〇制服を着て登下校しましょう。 

※雨天時に制服登校が困難な場合は、状況に応じて服装（雨具、ジャージや体操服など）を 

判断してください。 

   ※けがなどで制服を着ることができない場合は、相談してください。 

〇徒歩や自転車（許可制）、遠距離通学者用通学バス、車での送迎などの方法で通学します。 

※通学における車での送迎は、安全上の配慮のため、やむを得ない事情がない限り 

引佐総合体育館（アリーナ）の駐車場エリアで行ってください。（次ページ参照） 



〇自転車通学の許可や決まりの詳細は、対象者に別途連絡します。 

〇自転車は指定された自転車置き場に施錠して、順序良く整然と並べてください。 

〇事情があり、自転車を学校に置いていく場合は、先生に相談して、生徒昇降口内に入れるこ 

ともできます。 

（２）登校 

〇７：30以降に校地内に入り、８：05までに身支度を完了して着席しましょう。 

※８：05以降の登校は、遅刻として記録されます。 

〇欠席、遅刻の連絡はさくら連絡網または電話で伝えてください。 

※必ず保護者が連絡してください。 

※さくら連絡網での連絡は7：50までに、電話での連絡は、7：30～８：05に連絡をく

ださい。 

〇安全のため、登校後は無断で校外に出ることはできません。 

（３）下校 

〇部活動など、放課後に活動がある場合は、校内服（部活動練習着でも可）の下校を認めます。 

〇完全下校時刻の30分前を過ぎたら夜光チョッキを着用して下校しましょう。 

 ※忘れた場合、先生に相談して「貸出用夜光チョッキ」を借りましょう。 

月ごとの 

完全下校時刻 

    ４月 18:15 ５～９月 18:30  10月 17:45 

11～１月 17:15     ２月 17:45   ３月 18:00 
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３ 校外生活について（健全育成に関する内容）  

「静岡県青少年のための良好な環境整備に関する条例」に、以下のことが定められています。  

〇夜11時から未明4時までは、深夜徘徊として補導の対象になります。 

〇パチンコ店、オートレース場、競艇場は、保護者が同伴していても入場できません。 

〇ゲームセンターは、18時以降は入場できません（保護者同伴なら、22時まで入場できます）。 

〇上記の施設以外でも、夜11時以降は、保護者同伴でも入場できません。 

（例）映画館・カラオケボックス・インターネットカフェやマンガ喫茶・ボウリング場 

・ゲームコーナー 


